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北杜市保健福祉推進員規則
平成 １６年 １１月 １日

規則第１０６号

（目的及び設置）
第１条 市民の健康の保持・増進及び福祉の向上を目的に、市が行う保健福
祉事業の円滑な推進を図るため、北杜市保健福祉推進員（以下「推進員」と
いう。）を置く。

（配置）
第２条 推進員は、北杜市行政区を単位として配置する。ただし、区域の広
狭等を考慮し、これを増減することができる。
２ 推進員の配置表は、別表のとおりとする。

（委嘱）
第３条 推進員は、各行政区より推薦のあった者を市長が委嘱する。
２ 行政区長は、推薦書（様式第１号）により市長に推薦するものとする。
この場合においては、行政区長は、承諾書（様式第２号）により、あらかじ
め、推薦しようとする者の承諾を得なければならない。

（任期）
第４条 推進員の任期は２年とし、再任は妨げない。
２ 任期の途中において任命される推進員の任期は、前任者の残任期間とす
る。

（役割）
第５条 推進員の役割は、次のとおりとする。
(１) 市が行う各種健診の啓発及び保健福祉事業への協力
(２) 各種の保健福祉事業、関連行事等への参加及び関係団体との連携
(３) 必要な知識を修得するための研修会への参加
(４) その他目的を達成するために必要な事項

（報償）
第６条 市は、推進員に報償を支給することができる。

（秘密の厳守）
第７条 推進員は、推進活動によって知り得た秘密に関する事項は他に漏ら
してはならない。その職務を退いた後においても、同様とする。

（その他）
第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この規則は、平成１６年１１月 １日から施行する。 11



保健福祉推進員活動要領

１ 目 的
市民一人ひとりの健康づくりは、「自分の健康は自分でつく

る」という個人の取り組みとあわせ、家族や地域でそれぞれが
知恵や力を出しあい、地域の中で連携した取り組みが行われる
ことが大切である。
そのため、地域の健康づくりの啓発活動や実践活動を主体的

に実施する担い手として、地域に応じた細やかな活動をするこ
とを目的とする。

２ 活動範囲
行政区を単位とする

３ 任 期
保健福祉推進員は、行政区長（班長）から推薦され、任期は

原則として２年とする。
ただし地区の実情により１年とすることができる。なお、再任
は妨げない。

４ 活動内容
①北杜市・各町における健康の様子の伝達及び健康意識の普及
②各種健診の受診勧奨
③各種研修・教室への参加
④介護予防事業（はつらつシルバーのつどい）の実施
⑤その他声かけ等
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